
─
 ₁₇₃ ─

B

議案第４３号

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１

項の規定により、本議会の議決を求める。

　　平成31年２月12日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例

（鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正）

第１条　鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例（平成24年鳥取県条例第71号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

─
 ₁₇₂ ─

A

　民生委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市町村の区域ごとに、

それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

　略

倉吉市 166人

　略

　民生委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市町村の区域ごとに、

それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

　略

倉吉市 167人

　略

　　　附　則

　この条例は、平成31年12月１日から施行する。

─
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─
 ₁₇₄ ─

A

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（趣旨）

第１条　この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」とい

う。）第30条第１項第２号イ、第36条第３項第１号（法第37条

第２項及び第41条第４項において準用する場合を含む。）、第43

条第１項及び第２項並びに第80条第１項の規定に基づき、障害

福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準等を定めるもの

とする。

（定義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の

例による。

（基準）

第６条　略

（趣旨）

第１条　この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」とい

う。）第30条第１項第２号イ、第36条第３項第１号（法第37条

第２項及び第41条第４項において準用する場合を含む。）、第41

条の２第１項第１号及び第２号、第43条第１項及び第２項並び

に第80条第１項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備

及び運営に関する基準等を定めるものとする。

（定義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）及び介護保険法（平成９年法律第123号）

で使用する用語の例による。

（基準）

第６条　略

２　居宅介護及び重度訪問介護に係る法第41条の２第１項第１号

─
 ₁₇₅ ─

B

２　前項に定めるもののほか、居宅介護等に係る指定基準及び法

第30条第１項第２号イの条例で定める基準（以下「該当基準」

という。）は、居宅介護等の目的を達成するために必要な事項

について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

（基準）

第10条　生活介護に係る最低基準は、別表第３の中欄のとおりと

する。

及び第２号の条例で定める基準（以下「共生型指定基準」とい

う。）は、次のとおりとする。

　（１）　介護保険法第41条第１項本文の指定（訪問介護に係るも

のに限る。）を受けている者により提供されること。

　（２）　別表第１（従業者の配置の項第１号（３）及び設備の項の

規定を除く。）に掲げる基準を満たすこと。

３　前２項に定めるもののほか、居宅介護等に係る指定基準、居

宅介護及び重度訪問介護に係る共生型指定基準並びに居宅介護

等に係る法第30条第１項第２号イの条例で定める基準（以下

「該当基準」という。）は、居宅介護等の目的を達成するため

に必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で

定める。

（基準）

第10条　生活介護（法第41条の２第１項の申請に係る法第29条第

１項の指定を受けた者が行う指定障害福祉サービス（以下「共

生型障害福祉サービス」という。）を除く。）に係る最低基準

は、別表第３の中欄のとおりとする。

─
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─
 ₁₇₄ ─

A

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（趣旨）

第１条　この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」とい

う。）第30条第１項第２号イ、第36条第３項第１号（法第37条

第２項及び第41条第４項において準用する場合を含む。）、第43

条第１項及び第２項並びに第80条第１項の規定に基づき、障害

福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準等を定めるもの

とする。

（定義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の

例による。

（基準）

第６条　略

（趣旨）

第１条　この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」とい

う。）第30条第１項第２号イ、第36条第３項第１号（法第37条

第２項及び第41条第４項において準用する場合を含む。）、第41

条の２第１項第１号及び第２号、第43条第１項及び第２項並び

に第80条第１項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備

及び運営に関する基準等を定めるものとする。

（定義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）及び介護保険法（平成９年法律第123号）

で使用する用語の例による。

（基準）

第６条　略

２　居宅介護及び重度訪問介護に係る法第41条の２第１項第１号

─
 ₁₇₅ ─

B

２　前項に定めるもののほか、居宅介護等に係る指定基準及び法

第30条第１項第２号イの条例で定める基準（以下「該当基準」

という。）は、居宅介護等の目的を達成するために必要な事項

について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

（基準）

第10条　生活介護に係る最低基準は、別表第３の中欄のとおりと

する。

及び第２号の条例で定める基準（以下「共生型指定基準」とい

う。）は、次のとおりとする。

　（１）　介護保険法第41条第１項本文の指定（訪問介護に係るも

のに限る。）を受けている者により提供されること。

　（２）　別表第１（従業者の配置の項第１号（３）及び設備の項の

規定を除く。）に掲げる基準を満たすこと。

３　前２項に定めるもののほか、居宅介護等に係る指定基準、居

宅介護及び重度訪問介護に係る共生型指定基準並びに居宅介護

等に係る法第30条第１項第２号イの条例で定める基準（以下

「該当基準」という。）は、居宅介護等の目的を達成するため

に必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で

定める。

（基準）

第10条　生活介護（法第41条の２第１項の申請に係る法第29条第

１項の指定を受けた者が行う指定障害福祉サービス（以下「共

生型障害福祉サービス」という。）を除く。）に係る最低基準

は、別表第３の中欄のとおりとする。

─
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─
 ₁₇₆ ─

A

２　略

３　前２項に定めるもののほか、生活介護に係る最低基準、指定

基準及び該当基準は、生活介護の目的を達成するために必要な

２　略

３　生活介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

　（１）　児童福祉法第21条の５の３第１項の指定（児童発達支援

又は放課後等デイサービスに係るものに限る。）を受けてい

る者、介護保険法第41条第１項本文若しくは第42条の２第１

項本文の指定（通所介護又は地域密着型通所介護に係るもの

に限る。）を受けている者（以下「指定通所介護事業者等」

という。）又は同項本文若しくは同法第54条の２第１項本

文の指定（小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（訪問

看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供される

サービスに限る。）又は介護予防小規模多機能型居宅介護に

係るものに限る。）を受けている者（以下「指定小規模多機

能型居宅介護事業者等」という。）により提供されること。

　（２）　別表第３の中欄（従業者の配置の項第１号（２）から（６）

まで及び第３号並びに設備の項第１号から第３号までを除

く。）及び右欄に掲げる基準を満たすこと。

４　前３項に定めるもののほか、生活介護に係る最低基準、指定

基準、共生型指定基準及び該当基準は、生活介護の目的を達成

─
 ₁₇₇ ─

B

事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

（基準）

第12条　略

２　前項に定めるもののほか、短期入所に係る指定基準及び該当

基準は、短期入所の目的を達成するために必要な事項について、

サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮し

て規則で定める。

（基準）

第12条　略

２　短期入所に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

　（１）　介護保険法第41条第１項本文の指定（短期入所生活介護

に係るものに限る。）を受けている者、同法第53条第１項本

文の指定（介護予防短期入所生活介護に係るものに限る。）

を受けている者又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等に

より提供されること。

　（２）　別表第４（従業者の配置の項第１号（２）及び第２号並び

に設備の項第１号及び第２号を除く。）に掲げる基準を満た

すこと。

３　前２項に定めるもののほか、短期入所に係る指定基準、共生

型指定基準及び該当基準は、短期入所の目的を達成するために

必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定

める。

─
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─
 ₁₇₆ ─

A

２　略

３　前２項に定めるもののほか、生活介護に係る最低基準、指定

基準及び該当基準は、生活介護の目的を達成するために必要な

２　略

３　生活介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

　（１）　児童福祉法第21条の５の３第１項の指定（児童発達支援

又は放課後等デイサービスに係るものに限る。）を受けてい

る者、介護保険法第41条第１項本文若しくは第42条の２第１

項本文の指定（通所介護又は地域密着型通所介護に係るもの

に限る。）を受けている者（以下「指定通所介護事業者等」

という。）又は同項本文若しくは同法第54条の２第１項本

文の指定（小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（訪問

看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供される

サービスに限る。）又は介護予防小規模多機能型居宅介護に

係るものに限る。）を受けている者（以下「指定小規模多機

能型居宅介護事業者等」という。）により提供されること。

　（２）　別表第３の中欄（従業者の配置の項第１号（２）から（６）

まで及び第３号並びに設備の項第１号から第３号までを除

く。）及び右欄に掲げる基準を満たすこと。

４　前３項に定めるもののほか、生活介護に係る最低基準、指定

基準、共生型指定基準及び該当基準は、生活介護の目的を達成

─
 ₁₇₇ ─

B

事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

（基準）

第12条　略

２　前項に定めるもののほか、短期入所に係る指定基準及び該当

基準は、短期入所の目的を達成するために必要な事項について、

サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮し

て規則で定める。

（基準）

第12条　略

２　短期入所に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

　（１）　介護保険法第41条第１項本文の指定（短期入所生活介護

に係るものに限る。）を受けている者、同法第53条第１項本

文の指定（介護予防短期入所生活介護に係るものに限る。）

を受けている者又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等に

より提供されること。

　（２）　別表第４（従業者の配置の項第１号（２）及び第２号並び

に設備の項第１号及び第２号を除く。）に掲げる基準を満た

すこと。

３　前２項に定めるもののほか、短期入所に係る指定基準、共生

型指定基準及び該当基準は、短期入所の目的を達成するために

必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定

める。

─
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─
 ₁₇₈ ─

A

（基準）

第16条　自立訓練に係る最低基準は、別表第６の中欄のとおりと

する。

２　略

３　前２項に定めるもののほか、自立訓練に係る最低基準、指定

基準及び該当基準は、自立訓練の目的を達成するために必要な

事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

第27条　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型並びに

（基準）

第16条　自立訓練（共生型障害福祉サービスを除く。）に係る最

低基準は、別表第６の中欄のとおりとする。

２　略

３　自立訓練に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

　（１）　指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護

事業者等により提供されること。

　（２）　別表第６の中欄（従業者の配置の項第１号（２）から（６）

まで及び第３号並びに設備の項第１号及び第２号を除く。）

及び右欄に掲げる基準を満たすこと。

４　前３項に定めるもののほか、自立訓練に係る最低基準、指定

基準、共生型指定基準及び該当基準は、自立訓練の目的を達成

するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮し

て規則で定める。

第27条　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型並びに

─
 ₁₇₉ ─

B

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第２項に規

定する児童発達支援、同条第３項に規定する医療型児童発達支

援、同条第４項に規定する放課後等デイサービス、同条第５項

に規定する居宅訪問型児童発達支援及び同条第６項に規定する

保育所等訪問支援のうち２種類以上の事業を一体的に行う事業

所に係る最低基準及び指定基準は、第５条から前条までの規定

にかかわらず、これらの規定に準じて規則で定める。

別表第４（第12条関係）

区分 指定基準

　略

設備 １・２　略

　略

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、

居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援のうち２種類以

上の事業を一体的に行う事業所に係る最低基準及び指定基準は、

第５条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定に準じ

て規則で定める。

別表第４（第12条関係）

区分 指定基準

　略

設備 １・２　略
３　非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を
設けること。

　略

（鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正）

第２条　鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年鳥取県条例第76号）の一部を次のように改正する。

─
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─
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A

（基準）

第16条　自立訓練に係る最低基準は、別表第６の中欄のとおりと

する。

２　略

３　前２項に定めるもののほか、自立訓練に係る最低基準、指定

基準及び該当基準は、自立訓練の目的を達成するために必要な

事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

第27条　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型並びに

（基準）

第16条　自立訓練（共生型障害福祉サービスを除く。）に係る最

低基準は、別表第６の中欄のとおりとする。

２　略

３　自立訓練に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

　（１）　指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護

事業者等により提供されること。

　（２）　別表第６の中欄（従業者の配置の項第１号（２）から（６）

まで及び第３号並びに設備の項第１号及び第２号を除く。）

及び右欄に掲げる基準を満たすこと。

４　前３項に定めるもののほか、自立訓練に係る最低基準、指定

基準、共生型指定基準及び該当基準は、自立訓練の目的を達成

するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮し

て規則で定める。

第27条　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型並びに

─
 ₁₇₉ ─

B

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第２項に規

定する児童発達支援、同条第３項に規定する医療型児童発達支

援、同条第４項に規定する放課後等デイサービス、同条第５項

に規定する居宅訪問型児童発達支援及び同条第６項に規定する

保育所等訪問支援のうち２種類以上の事業を一体的に行う事業

所に係る最低基準及び指定基準は、第５条から前条までの規定

にかかわらず、これらの規定に準じて規則で定める。

別表第４（第12条関係）

区分 指定基準

　略

設備 １・２　略

　略

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、

居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援のうち２種類以

上の事業を一体的に行う事業所に係る最低基準及び指定基準は、

第５条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定に準じ

て規則で定める。

別表第４（第12条関係）

区分 指定基準

　略

設備 １・２　略
３　非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を
設けること。

　略

（鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正）

第２条　鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年鳥取県条例第76号）の一部を次のように改正する。

─
  181  ─



─
 ₁₈₀ ─

A

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（趣旨）

第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下

「法」という。）第42条第１項第２号、第54条第１項第２号、

第70条第２項第１号（法第70条の２第４項において準用する場

合を含む。）、第74条第１項及び第２項、第115条の２第２項第

１号（法第115条の11において準用する法第70条の２第４項にお

いて準用する場合を含む。）並びに第115条の４第１項及び第２

項の規定に基づき、居宅サービス事業及び介護予防サービス事

業の従業者、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の

例による。

（趣旨）

第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下

「法」という。）第42条第１項第２号、第54条第１項第２号、

第70条第２項第１号（法第70条の２第４項において準用する場

合を含む。）、第72条の２第１項第１号及び第２号、第74条第

１項及び第２項、第115条の２第２項第１号（法第115条の11に

おいて準用する法第70条の２第４項において準用する場合を含

む。）、第115条の２の２第１項第１号及び第２号並びに第115条

の４第１項及び第２項の規定に基づき、居宅サービス事業及び

介護予防サービス事業の従業者、設備及び運営に関する基準等

を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

─
 ₁₈₁ ─

B

（指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する基準）

第５条　指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関す

る基準は、居宅サービスの種類に応じ、別表のとおりとする。

的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者

総合支援法」という。）で使用する用語の例による。

（指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する基準）

第５条　法第74条第１項及び第２項の条例で定める基準（以下

「指定基準」という。）は、居宅サービスの種類に応じ、別表

のとおりとする。

２　訪問介護に係る法第72条の２第１項第１号及び第２号の条例

で定める基準（以下「共生型指定基準」という。）は、次のと

おりとする。

　（１）　障害者総合支援法第29条第１項の指定（居宅介護又は重

度訪問介護に係るものに限る。）を受けている者により提供

されること。

　（２）　別表の１の表（設備の項の規定を除く。）に掲げる基準

を満たすこと。

３　通所介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

　（１）　児童福祉法第21条の５の３第１項の指定（児童発達支援

又は放課後等デイサービス（主として重症心身障害児を通わ

─
  182  ─



─
 ₁₈₀ ─

A

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（趣旨）

第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下

「法」という。）第42条第１項第２号、第54条第１項第２号、

第70条第２項第１号（法第70条の２第４項において準用する場

合を含む。）、第74条第１項及び第２項、第115条の２第２項第

１号（法第115条の11において準用する法第70条の２第４項にお

いて準用する場合を含む。）並びに第115条の４第１項及び第２

項の規定に基づき、居宅サービス事業及び介護予防サービス事

業の従業者、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の

例による。

（趣旨）

第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下

「法」という。）第42条第１項第２号、第54条第１項第２号、

第70条第２項第１号（法第70条の２第４項において準用する場

合を含む。）、第72条の２第１項第１号及び第２号、第74条第

１項及び第２項、第115条の２第２項第１号（法第115条の11に

おいて準用する法第70条の２第４項において準用する場合を含

む。）、第115条の２の２第１項第１号及び第２号並びに第115条

の４第１項及び第２項の規定に基づき、居宅サービス事業及び

介護予防サービス事業の従業者、設備及び運営に関する基準等

を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

─
 ₁₈₁ ─

B

（指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する基準）

第５条　指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関す

る基準は、居宅サービスの種類に応じ、別表のとおりとする。

的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者

総合支援法」という。）で使用する用語の例による。

（指定居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する基準）

第５条　法第74条第１項及び第２項の条例で定める基準（以下

「指定基準」という。）は、居宅サービスの種類に応じ、別表

のとおりとする。

２　訪問介護に係る法第72条の２第１項第１号及び第２号の条例

で定める基準（以下「共生型指定基準」という。）は、次のと

おりとする。

　（１）　障害者総合支援法第29条第１項の指定（居宅介護又は重

度訪問介護に係るものに限る。）を受けている者により提供

されること。

　（２）　別表の１の表（設備の項の規定を除く。）に掲げる基準

を満たすこと。

３　通所介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

　（１）　児童福祉法第21条の５の３第１項の指定（児童発達支援

又は放課後等デイサービス（主として重症心身障害児を通わ

─
  183  ─



─
 ₁₈₂ ─

A

せる事業所における児童発達支援又は放課後等デイサービス

を除く。）に係るものに限る。）を受けている者又は障害者

総合支援法第29条第１項の指定（生活介護又は自立訓練に係

るものに限る。）を受けている者により提供されること。

　（２）　別表の６の表（従業者の配置の項第１号（２）から（５）ま

で及び第２号並びに設備の項第１号及び第３号を除く。）に

掲げる基準を満たすこと。この場合において、同表設備の項

第４号中「前号ただし書の規定により」とあるのは「通所介

護の」と読み替えるものとする。

４　短期入所生活介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとす

る。

　（１）　障害者総合支援法第29条第１項の指定（短期入所に係る

ものに限る。）を受けている者（指定障害者支援施設が指定

短期入所（短期入所に係る指定障害福祉サービスをいう。以

下この号において同じ。）の事業を行う事業所として当該施

設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がそ

の施設の全部若しくは一部が利用者に利用されていない居室

を利用して指定短期入所の事業を行う場合の当該事業を行う

─
 ₁₈₃ ─

B

２　前項に定めるもののほか、指定居宅サービスの事業の従業者、

設備及び運営に関する基準並びに法第42条第１項第２号の条例

で定める基準は、居宅サービスの目的を達成するために必要な

事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

（指定介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する

基準）

第７条　指定介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営に

関する基準は、介護予防サービスの種類に応じ、別表のとおり

とする。

事業所において指定短期入所を行うものに限る。以下「指定

短期入所事業者」という。）により提供されること。

　（２）　別表の８の表（従業者の配置の項第１号（２）から（７）ま

で、第３号及び第４号並びに設備の項第１号から第４号まで

を除く。）に掲げる基準を満たすこと。

５　前各項に定めるもののほか、指定基準、訪問介護、通所介護

及び短期入所生活介護に係る共生型指定基準並びに法第42条第

１項第２号の条例で定める基準は、居宅サービスの目的を達成

するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮し

て規則で定める。

（指定介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する

基準）

第７条　法第115条の４第１項及び第２項の条例で定める基準（以

下「介護予防指定基準」という。）は、介護予防サービスの種

類に応じ、別表のとおりとする。

２　介護予防短期入所生活介護に係る法第115条の２の２第１項第

１号及び第２号の条例で定める基準（以下「共生型介護予防指

─
  184  ─



─
 ₁₈₂ ─

A

せる事業所における児童発達支援又は放課後等デイサービス

を除く。）に係るものに限る。）を受けている者又は障害者

総合支援法第29条第１項の指定（生活介護又は自立訓練に係

るものに限る。）を受けている者により提供されること。

　（２）　別表の６の表（従業者の配置の項第１号（２）から（５）ま

で及び第２号並びに設備の項第１号及び第３号を除く。）に

掲げる基準を満たすこと。この場合において、同表設備の項

第４号中「前号ただし書の規定により」とあるのは「通所介

護の」と読み替えるものとする。

４　短期入所生活介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとす

る。

　（１）　障害者総合支援法第29条第１項の指定（短期入所に係る

ものに限る。）を受けている者（指定障害者支援施設が指定

短期入所（短期入所に係る指定障害福祉サービスをいう。以

下この号において同じ。）の事業を行う事業所として当該施

設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がそ

の施設の全部若しくは一部が利用者に利用されていない居室

を利用して指定短期入所の事業を行う場合の当該事業を行う

─
 ₁₈₃ ─

B

２　前項に定めるもののほか、指定居宅サービスの事業の従業者、

設備及び運営に関する基準並びに法第42条第１項第２号の条例

で定める基準は、居宅サービスの目的を達成するために必要な

事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

（指定介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する

基準）

第７条　指定介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営に

関する基準は、介護予防サービスの種類に応じ、別表のとおり

とする。

事業所において指定短期入所を行うものに限る。以下「指定

短期入所事業者」という。）により提供されること。

　（２）　別表の８の表（従業者の配置の項第１号（２）から（７）ま

で、第３号及び第４号並びに設備の項第１号から第４号まで

を除く。）に掲げる基準を満たすこと。

５　前各項に定めるもののほか、指定基準、訪問介護、通所介護

及び短期入所生活介護に係る共生型指定基準並びに法第42条第

１項第２号の条例で定める基準は、居宅サービスの目的を達成

するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮し

て規則で定める。

（指定介護予防サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する

基準）

第７条　法第115条の４第１項及び第２項の条例で定める基準（以

下「介護予防指定基準」という。）は、介護予防サービスの種

類に応じ、別表のとおりとする。

２　介護予防短期入所生活介護に係る法第115条の２の２第１項第

１号及び第２号の条例で定める基準（以下「共生型介護予防指

─
  185  ─



─
 ₁₈₄ ─

A

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

２　前項に定めるもののほか、指定介護予防サービスの事業の従

業者、設備及び運営に関する基準並びに法第54条第１項第２号

の条例で定める基準は、介護予防サービスの目的を達成するた

めに必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則

で定める。

定基準」という。）は、次のとおりとする。

　（１）　指定短期入所事業者により提供されること。

　（２）　別表の８の表（従業者の配置の項第１号（２）から（７）ま

で、第３号及び第４号並びに設備の項第１号から第４号まで

を除く。）に掲げる基準を満たすこと。

３　前２項に定めるもののほか、介護予防指定基準、介護予防短

期入所生活介護に係る共生型介護予防指定基準及び法第54条第

１項第２号の条例で定める基準は、介護予防サービスの目的を

達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配

慮して規則で定める。

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正）

第３条　鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第81号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

（趣旨）（趣旨）

─
 ₁₈₅ ─

B

第１条　この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下

「法」という。）第21条の５の４第１項第２号、第21条の５の

15第３項第１号（法第21条の５の16第４項及び第24条の９第３

項（法第24条の10第４項において準用する場合を含む。）にお

いて準用する場合を含む。）、第21条の５の19第１項及び第２項

並びに第24条の12第１項及び第２項の規定に基づき、指定通所

支援の事業及び指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営に

関する基準等を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の

例による。

（一般原則）

第３条　略

第１条　この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下

「法」という。）第21条の５の４第１項第２号、第21条の５の

15第３項第１号（法第21条の５の16第４項及び第24条の９第３

項（法第24条の10第４項において準用する場合を含む。）にお

いて準用する場合を含む。）、第21条の５の17第１項第１号及び

第２号、第21条の５の19第１項及び第２項並びに第24条の12第

１項及び第２項の規定に基づき、指定通所支援の事業及び指定

障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準等を定め

るものとする。

（用語の意義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法、介護保険法（平

成９年法律第123号）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者

総合支援法」という。）で使用する用語の例による。

（一般原則）

第３条　略

─
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─
 ₁₈₄ ─

A

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

２　前項に定めるもののほか、指定介護予防サービスの事業の従

業者、設備及び運営に関する基準並びに法第54条第１項第２号

の条例で定める基準は、介護予防サービスの目的を達成するた

めに必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則

で定める。

定基準」という。）は、次のとおりとする。

　（１）　指定短期入所事業者により提供されること。

　（２）　別表の８の表（従業者の配置の項第１号（２）から（７）ま

で、第３号及び第４号並びに設備の項第１号から第４号まで

を除く。）に掲げる基準を満たすこと。

３　前２項に定めるもののほか、介護予防指定基準、介護予防短

期入所生活介護に係る共生型介護予防指定基準及び法第54条第

１項第２号の条例で定める基準は、介護予防サービスの目的を

達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配

慮して規則で定める。

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正）

第３条　鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第81号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

（趣旨）（趣旨）

─
 ₁₈₅ ─

B

第１条　この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下

「法」という。）第21条の５の４第１項第２号、第21条の５の

15第３項第１号（法第21条の５の16第４項及び第24条の９第３

項（法第24条の10第４項において準用する場合を含む。）にお

いて準用する場合を含む。）、第21条の５の19第１項及び第２項

並びに第24条の12第１項及び第２項の規定に基づき、指定通所

支援の事業及び指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営に

関する基準等を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の

例による。

（一般原則）

第３条　略

第１条　この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下

「法」という。）第21条の５の４第１項第２号、第21条の５の

15第３項第１号（法第21条の５の16第４項及び第24条の９第３

項（法第24条の10第４項において準用する場合を含む。）にお

いて準用する場合を含む。）、第21条の５の17第１項第１号及び

第２号、第21条の５の19第１項及び第２項並びに第24条の12第

１項及び第２項の規定に基づき、指定通所支援の事業及び指定

障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準等を定め

るものとする。

（用語の意義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法、介護保険法（平

成９年法律第123号）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者

総合支援法」という。）で使用する用語の例による。

（一般原則）

第３条　略

─
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─
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A

２　略

３　指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等は、

地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）

第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉

サービス」という。）を行う者、児童福祉施設その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなけ

ればならない。

（障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基準）

第６条　指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営に関する基

準は、障害児通所支援の種類に応じ、別表第１のとおりとする。

ただし、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサー

ビス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに障

害者総合支援法第５条第７項に規定する生活介護、同条第12項

に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援及び

同条第14項に規定する就労継続支援のうち２種類以上の事業を

２　略

３　指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等は、

地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、

障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければな

らない。

（障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基準）

第６条　指定通所支援に係る法第21条の５の19第１項及び第２項

の条例で定める基準（以下「指定基準」という。）は、障害児

通所支援の種類に応じ、別表第１のとおりとする。ただし、児

童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居

宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに生活介護、

自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のうち２種類以上の

事業を一体的に行う事業所に係る当該基準は、事業の目的を達

─
 ₁₈₇ ─

B

一体的に行う事業所に係る当該基準は、事業の目的を達成する

ために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規

則で定める。

成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮

して規則で定める。

２　指定通所支援に係る法第21条の５の17第１項第１号及び第２

号の条例で定める基準（以下「共生型指定基準」という。）は、

次のとおりとする。

　（１）　介護保険法第41条第１項本文の指定（通所介護に係るも

のに限る。）、同法第42条の２第１項本文の指定（地域密着型

通所介護、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス（訪

問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供され

るサービスに限る。）に係るものに限る。）、同法第54条の

２第１項本文の指定（介護予防小規模多機能型居宅介護に係

るものに限る。）又は障害者総合支援法第29条第１項の指定

（生活介護に係るものに限る。）を受けている者により提供

されること。

　（２）　次に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、それぞれに定

める基準を満たすこと。ただし、児童発達支援管理責任者を

置かない場合にあっては、児童発達支援管理責任者が行うべ

─
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─
 ₁₈₆ ─

A

２　略

３　指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等は、

地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）

第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉

サービス」という。）を行う者、児童福祉施設その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなけ

ればならない。

（障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基準）

第６条　指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営に関する基

準は、障害児通所支援の種類に応じ、別表第１のとおりとする。

ただし、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサー

ビス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに障

害者総合支援法第５条第７項に規定する生活介護、同条第12項

に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援及び

同条第14項に規定する就労継続支援のうち２種類以上の事業を

２　略

３　指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等は、

地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、

障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければな

らない。

（障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基準）

第６条　指定通所支援に係る法第21条の５の19第１項及び第２項

の条例で定める基準（以下「指定基準」という。）は、障害児

通所支援の種類に応じ、別表第１のとおりとする。ただし、児

童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居

宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに生活介護、

自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のうち２種類以上の

事業を一体的に行う事業所に係る当該基準は、事業の目的を達

─
 ₁₈₇ ─

B

一体的に行う事業所に係る当該基準は、事業の目的を達成する

ために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規

則で定める。

成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮

して規則で定める。

２　指定通所支援に係る法第21条の５の17第１項第１号及び第２

号の条例で定める基準（以下「共生型指定基準」という。）は、

次のとおりとする。

　（１）　介護保険法第41条第１項本文の指定（通所介護に係るも

のに限る。）、同法第42条の２第１項本文の指定（地域密着型

通所介護、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス（訪

問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供され

るサービスに限る。）に係るものに限る。）、同法第54条の

２第１項本文の指定（介護予防小規模多機能型居宅介護に係

るものに限る。）又は障害者総合支援法第29条第１項の指定

（生活介護に係るものに限る。）を受けている者により提供

されること。

　（２）　次に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、それぞれに定

める基準を満たすこと。ただし、児童発達支援管理責任者を

置かない場合にあっては、児童発達支援管理責任者が行うべ

─
  189  ─



─
 ₁₈₈ ─

A

２　前項に定めるもののほか、指定通所支援の事業の従業者、設

備及び運営に関する基準並びに指定通所支援以外の障害児通所

支援を行う事業所（次に掲げる事業を行う事業所を含む。）に

係る法第21条の５の４第１項第２号の条例で定める基準は、事

業の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質

の向上に配慮して規則で定める。

　（１）　障害者総合支援法第５条第７項に規定する生活介護

　（２）　介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第７項に規定

する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護又

き業務は、これに代わる適当な者が行うことができる。

　　ア　児童発達支援　別表第１の１の表（従業者の配置の項第

１号（１）イからエまで及び（２）から（４）まで並びに第２号

から第４号まで、設備の項第１号（１）及び（２）、第２号並

びに第３号並びに利用定員の項を除く。）に掲げる基準

　　イ　放課後等デイサービス　別表第１の３の表（従業者の配

置の項第１号（２）から（４）まで及び第２号から第６号まで、

設備の項第１号から第３号まで並びに利用定員の項を除

く。）に掲げる基準

３　前２項に定めるもののほか、指定通所支援に係る指定基準及

び共生型指定基準並びに指定通所支援以外の障害児通所支援を

行う事業所（次に掲げる事業を行う事業所を含む。）に係る法

第21条の５の４第１項第２号の条例で定める基準は、事業の目

的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上

に配慮して規則で定める。

　（１）　生活介護

　（２）　通所介護、地域密着型通所介護又は小規模多機能型居宅

介護（複合型サービスに該当するものを含む。）

─
 ₁₈₉ ─

B

　　　附　則

　この条例は、平成31年４月１日から施行する。

は同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護（同条第23

項に規定する複合型サービスに該当するものを含む。）

─
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─
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A

２　前項に定めるもののほか、指定通所支援の事業の従業者、設

備及び運営に関する基準並びに指定通所支援以外の障害児通所

支援を行う事業所（次に掲げる事業を行う事業所を含む。）に

係る法第21条の５の４第１項第２号の条例で定める基準は、事

業の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質

の向上に配慮して規則で定める。

　（１）　障害者総合支援法第５条第７項に規定する生活介護

　（２）　介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第７項に規定

する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護又

き業務は、これに代わる適当な者が行うことができる。

　　ア　児童発達支援　別表第１の１の表（従業者の配置の項第

１号（１）イからエまで及び（２）から（４）まで並びに第２号

から第４号まで、設備の項第１号（１）及び（２）、第２号並

びに第３号並びに利用定員の項を除く。）に掲げる基準

　　イ　放課後等デイサービス　別表第１の３の表（従業者の配

置の項第１号（２）から（４）まで及び第２号から第６号まで、

設備の項第１号から第３号まで並びに利用定員の項を除

く。）に掲げる基準

３　前２項に定めるもののほか、指定通所支援に係る指定基準及

び共生型指定基準並びに指定通所支援以外の障害児通所支援を

行う事業所（次に掲げる事業を行う事業所を含む。）に係る法

第21条の５の４第１項第２号の条例で定める基準は、事業の目

的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上

に配慮して規則で定める。

　（１）　生活介護

　（２）　通所介護、地域密着型通所介護又は小規模多機能型居宅

介護（複合型サービスに該当するものを含む。）

─
 ₁₈₉ ─

B

　　　附　則

　この条例は、平成31年４月１日から施行する。

は同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護（同条第23

項に規定する複合型サービスに該当するものを含む。）

─
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